








はじめに

少子化、核家族化等により、思春期の間の日常生活の中で乳幼児と接する機会が少なくな

ったため、子どもを知らないまま親になるケースも増加しつつあり、このために育児不安

に陥る親も多いと指摘されている 1)。そこで、厚生省では思春期の青少年が乳幼児と接

する機会をつくる「思春期における保健・福祉体験学習事業」(以下、体験学習)を市町村

母子保健事業のメニュー事業として平成 3年度から開始した。本事業は、意義の大きい事

業と考えられているが 2-5)、わが国の母子保健事業としては初めての試みであるため、

実施上のノウハウを確立して全国的に普及することが望まれる。

昨年度は、市町村における体験学習事業の実施状況を調査し、その問題点を検討すること

を目的として,全国の都道府県及び市町村(実施主体)を対象とし、本事業の実施状況等に

関する調査を実施した。

本年度は、市町村における本事業の普及を図る一助とすることを目的として,昨年度回収

した調査票をもとに、実施形態による類型化を試み、市町村が事業を実施するにあたって,

その実施形態を選択する目安を提示するとともに、実施形態による実施主体者側からみた

評価と問題点を検討した。


